
１.　日向岡地区 地区整備計画区域の整備事項

現 新
地区整備計画 （仮称）平塚市地区計画建築物条例（素案）

整備事項 Ａ－１地区 Ａ－２地区 Ｂ地区 Ｃ地区

建築物の用
途の制限

次に掲げる建築物以
外の建築物は建築し
てはならない。

次に掲げる建築物以
外の建築物は建築し
てはならない。

次に掲げる建築物以
外の建築物は建築し
てはならない。

次に掲げる建築物は
建築してはならな
い。 ○字句の整理等を行い、条例化します。

(1)建築基準法別表第
２（い）項１、２，
８，９に規定するも
の

(1)建築基準法別表第
２（い）項１，２，
８，９に規定するも
の

(1)建築基準法別表第
２（い）項２，４，
７，８，９に規定す
るもの

(1)建築基準法別表第
２（に）項に規定す
るもの

(2）長屋（２戸建の
長屋まで）

(2)共同住宅 (2)前各号の建築物に
附属するもの(3)保育所

(3)保育所 (4)前各号の建築物に
附属するもの(4)前各号の建築物に

附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度

150㎡ ○字句の整理等を行い、条例化します。

壁面の位置
の制限

道路境界線及び隣地
境界線と壁面との距
離は１ｍ以上でなけ
ればならない。ただ
し、次の各号の一に
該当する建築物又は
建築物の部分はこの
限りではない。

道路境界線及び隣地
境界線と壁面との距
離は地上２階以下の
建築物は１ｍ以上、
その他の建築物は２
ｍ以上でなければな
らない。ただし、次
の各号の一に該当す
る建築物又は建築物
の部分はこの限りで
はない。

道路境界線及び隣地
境界線と壁面との距
離は１．５ｍ以上、
当該隣地境界線と計
画地区区域線が一致
する場合にあっては
３ｍ以上でなければ
ならない。ただし、
次の各号の一に該当
する建築物又は建築
物の部分はこの限り
ではない。

道路境界線及び隣地
境界線と壁面との距
離は地上２階以下の
建築物は１ｍ以上、
その他の建築物は２
ｍ以上でなければな
らない。ただし、次
の各号の一に該当す
る建築物又は建築物
の部分はこの限りで
はない。

○字句の整理等を行い、条例化します。

(1)外壁又はこれに代
わる柱の中心線の長
さの合計が３ｍ以下
であること。

(1)外壁又はこれに代
わる柱の中心線の長
さの合計が３ｍ以下
であること。

(1)外壁又はこれに代
わる柱の中心線の長
さの合計が３ｍ以下
であること。

(1)外壁又はこれに代
わる柱の中心線の長
さの合計が３ｍ以下
であること。
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(2)物置その他これに
類する用途（自動車
車庫を除く。）に供
し、軒の高さが２．
３ｍ以下でかつ床面
積の合計が５㎡以内
であること。

(2)物置その他これに
類する用途（自動車
車庫を除く。）に供
し、軒の高さが２．
３ｍ以下でかつ床面
積の合計が５㎡以内
であること。

(2)物置その他これに
類する用途（自動車
車庫を除く。）に供
し、軒の高さが2２．
３ｍ以下でかつ床面
積の合計が５㎡以内
であること。

(2)物置その他これに
類する用途（自動車
車庫を除く。）に供
し、軒の高さが２．
３ｍ以下でかつ床面
積の合計が５㎡以内
であること。

(3)自動車車庫で、軒
の高さが３ｍ以下間
口が６ｍ以下でかつ
床面積の合計が１０
㎡以内であること。

(3)自動車車庫で、軒
の高さが３ｍ以下間
口が６ｍ以下でかつ
床面積の合計が１０
㎡以内であること。

(3)自動車車庫で、軒
の高さが３ｍ以下間
口が６ｍ以下でかつ
床面積の合計が１０
㎡以内であること。

(3)自動車車庫で、軒
の高さが３ｍ以下間
口が６ｍ以下でかつ
床面積の合計が１０
㎡以内であること。

高さの最高
限度

軒の高さ　８ｍ地階を除く階数は２以下と
する。ただし、階数については次の各号の
一に該当する場合はこの限りではない。

― １５ｍ

○字句の整理等を行い、条例化します。

(1)宅地の地盤が２段以上となる宅地

(2)擁壁と一体的に建築された自動車車庫の
用途に供する建築物の部分

建築物の形
態又は意匠
の制限

外壁の色彩は良好な住環境にふさわしい落ち着いた色合いのもの
とする。また、建築物の主たる屋根は勾配形式としなければなら
ない。擁壁面に張り出した形態の架台その他これに類するもの
は、設けてはならない。

外壁の色彩は良好な
住環境にふさわしい
落ち着いた色合いの
ものとする。擁壁面
に張り出した形態の
架台その他これに類
するものは、設けて
はならない。

　
○字句の整理等は行いますが、建築物の形態又は
意匠　の制限のうち、色彩に関すること及び擁壁
面に張り出した架台に関することを除き、条例化
します。

垣又はさく
の制限

道路境界線及び隣地境界線に面して設ける垣又はさくは、生垣又は網状の透視可能な
フェンスとしなければならない。ただし、門や門の袖についてはこの限りではない。 ○字句の整理等を行い、条例化します。
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２.　五領ヶ台地区 地区整備計画区域の整備事項

現 新
地区整備計画 （仮称）平塚市地区計画建築物条例（素案）

整備事項 Ａ－１地区 Ａ－２地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 Ｅ地区

建築物の用
途の制限

次に掲げる建築
物以外の建築物
は建築してはな
らない。

次に掲げる建築
物以外の建築物
は建築してはな
らない。

次に掲げる建築
物以外の建築物
は建築してはな
らない。

次に掲げる建築
物以外の建築物
は建築してはな
らない。

次に掲げる建築
物以外の建築物
は建築してはな
らない。

次に掲げる建築
物以外の建築物
は建築してはな
らない。

○字句の整理等を行い、条例化します。

(1)研究所 (1)一戸建住宅 (1)一戸建住宅 (1)一戸建住宅 (1)集会場 (1)一戸建住宅
(2)工場に附属
する研究所

(2)長屋(２戸ま
での長屋)

(2)長屋(２戸ま
での長屋)

(2)長屋 (2)物品販売業
を営む店舗又は
飲食店若しくは
喫茶店

(3)共同住宅、
寄宿舎

(2)長屋(２戸ま
での長屋)(3)公衆浴場 (3)一戸建住宅

で事務所、店舗
を兼ねるもの

(3)一戸建住宅
で事務所、店舗
を兼ねるもの

(4)前各号の建
築物に附属する
店舗、飲食店そ
の他これらに類
するものでその
用途に供する部
分の床面積の合
計が１，５００
㎡以下のもの

(4)老人ホー
ム、保育所、身
体障害者福祉
ホームその他こ
れらに類するも
の

(3)一戸建住宅
で事務所、店舗
を兼ねるもの

(3)理髪店、美
容院その他これ
らに類するサー
ビス業を営む店
舗

(4)診療所 (4)神社
(5)集会場（第
一種低層住居専
用地域内に建築
できるものに限
る。）

(5)診療所
(6)公衆電話所 (4)共同住宅、

寄宿舎(7)集会場
(8)公園内に設
けられる公衆便
所、休憩所、倉
庫その他これら
に類するもの

(5)老人福祉セ
ンター、児童厚
生施設その他こ
れらに類するも
の

(4)自家販売の
ための食品製造
業を営むパン
屋、菓子屋その
他これらに類す
るもの

(5)公衆電話所
(6)前各号の建
築物に附属する
もの

(6)公衆電話所
(5)工場に附属
する店舗、飲食
店その他これら
に類するもので
その用途に供す
る部分の床面積
の合計が１，５
００㎡以下のも
の

(7)公園内、広
場内に設けられ
る公衆便所、休
憩所、倉庫その
他これらに類す
るもの

(6) 診療所
(9)前各号の建
築物に附属する
もの

(7) 第４号から
第６号までの建
築物に附属する
店舗でその用途
に供する部分の
床面積の合計が
５００㎡以内の

(5)学習塾、華
道教室、囲碁教
室その他これら
に類するもの(8)前各号の建

築物に附属する
もの (6)診療所

(6)集会場（第
一種低層住居専
用地域内に建築
できるものに限

(7)住宅で前各
号の用途を兼ね(8)公衆電話所
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(7)巡査派出
所、公衆電話所
その他これらに
類する公益上必
要な建築物

(9)集会場 (8)住宅、共同
住宅の用途に供
し、かつ、１階
の部分に第２号
から第６号まで
に掲げる用途を
有するもの

(10)バス停の上
屋 ○字句の整理等を行い、条例化します。
(11)前各号の建
築物に附属する
もの(8)前各号の建

築物に附属する
もの (9)住宅、共同

住宅で、その敷
地が都市計画道
路３・５・２０
五領ヶ台循環線
に接しないもの

(10)巡査派出
所、郵便局、銀
行の支店、地方
公共団体の支庁
又は支所
(11)公衆電話所
(12)バス停の上
屋
(13)前各号の建
築物に附属する
もの

建築物の建
ぺい率の最
高限度

５／１０ ５／１０ ― ５／１０ ― ―
○字句の整理等を行い、条例化します。

建築物の容
積率の最高
限度

― ８／１０ ― １５／１０ ― ―
○字句の整理等を行い、条例化します。

建築物の敷
地面積の最
低限度

１，０００㎡
（汚水処理施設
は除く。）

２３０㎡ ２３０㎡ ２３０㎡ ２３０㎡（ただ
し、住宅、共同
住宅の用途のみ
に供する建築物
の敷地に限
る。）

２３０㎡

○字句の整理等を行い、条例化します。

ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
（１）集会場、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として
      使用する土地
（２）土地区画整理事業の換地処分時の面積が基準を下回る場合は、換地処分時の面積とする。
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壁面の位置
の制限

国道２７１号に
面する側の道路
境界線と壁面と
の距離は１０ｍ
以上とし、その
他の道路境界線
又は敷地境界線
と壁面との距離
は６ｍ以上とす
る。ただし、次
の各号の一に該
当する建築物又
は建築物の部分
はこの限りでな
い。

歩行者専用道路
との境界線と壁
面との距離は２
ｍとしその他の
道路境界線及び
敷地境界線と壁
面との距離は１
ｍ以上とする。
ただし、次の各
号の一に該当す
る建築物又は建
築物の部分はこ
の限りでない。

道路境界線及敷
地境界線と壁面
との距離は１ｍ
以上とする。た
だし、次の各号
の一に該当する
建築物はこの限
りではない。

土地区画整理事
業により築造さ
れた道路との境
界線と壁面との
距離は３ｍ以上
とし、その他の
道路境界線及び
敷地境界線と壁
面との距離は１
ｍ以上とする。
ただし、次の各
号の一に該当す
る建築物又は建
築物の部分はこ
の限りでない。

道路境界線と壁
面との距離は３
ｍ以上及び敷地
境界線と壁面と
の距離は１ｍ以
上とする。ただ
し、次の各号の
一に該当する建
築物はこの限り
ではない。

道路境界線及び
敷地境界線と壁
面との距離は１
ｍ以上とする。
ただし、次の各
号の一に該当す
る建築物はこの
限りではない。

(1)外壁又はこ
れに代わる柱の
中心線の長さの
合計が３ｍ以下
であること。

(1)外壁又はこ
れに代わる柱の
中心線の長さの
合計が３ｍ以下
であること。

○字句の整理等を行い、条例化します。
(1)外壁又はこ
れに代わる柱の
中心線の長さの
合計が３ｍ以下
であること。

(1)外壁又はこ
れに代わる柱の
中心線の長さの
合計が３ｍ以下
であること。

(2)物置その
他、これに類す
る用途（自動車
車庫を除く。）
に供し、軒の高
さが２．３ｍ以
下で、かつ床面
積の合計が５㎡
以内であるこ
と。

(2)物置その
他、これに類す
る用途（自動車
車庫を除く。）
に供し、軒の高
さが２．３ｍ以
下で、かつ床面
積の合計が5㎡
以内であるこ
と。

(1)集会場、巡
査派出所、公衆
電話所その他こ
れらに類する公
益上必要な建築
物。

(１)外壁又はこ
れに代わる柱の
中心線の長さの
合計が３ｍ以下
であること。

(2)物置その
他、これに類す
る用途（自動車
車庫を除く。）
に供し、軒の高
さが２．３ｍ以
下で、かつ床面
積の合計が5㎡
以内であるこ
と。

(2)物置その
他、これに類す
る用途（自動車
車庫を除く。）
に供し、軒の高
さが２．３ｍ以
下で、かつ床面
積の合計が５㎡
以内であるこ
と。

(2)物置その
他、これに類す
る用途（自動車
車庫を除く。）
に供し、軒の高
さが２．３ｍ以
下で、かつ床面
積の合計が５㎡
以内であるこ
と。

(2)外壁又はこ
れに代わる柱の
中心線の長さの
合計が３ｍ以下
であること。

(3)自動車車庫
で、軒の高さが
３ｍ以下、間口
が６ｍ以下で、
かつ床面積の合
計が10㎡以内で
あること。

(3)自動車車庫
で、軒の高さが
３ｍ以下、間口
が６ｍ以下で、
かつ床面積の合
計が10㎡以内で
あること。

(3)自動車車庫
で、軒の高さが
３ｍ以下、間口
が６ｍ以下で、
かつ床面積の合
計が10㎡以内で
あること。

(3)自動車車庫
で、軒の高さが
３ｍ以下、間口
が６ｍ以下で、
かつ床面積の合
計が10㎡以内で
あること。

(3)自動車車庫
で、軒の高さが
３ｍ以下、間口
が６ｍ以下で、
かつ床面積の合
計が10㎡以内で
あること。
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高さの最高
制限

３０ｍ以下 １０ｍ以下 ― １２ｍ以下 １０ｍ以下 １０ｍ以下
○字句の整理等を行い、条例化します。

工作物の形
態又は意匠
の制限

擁壁面、法面に張り出した形態の
架台、その他これに類するもの
は、設けてはならない。

擁壁面、法面に張り出した形態の架台、その他これに類するもの
は、設けてはならない。また、建築物の主たる屋根は勾配形式とす
る。

○字句の整理等を行います。工作物の形態又は意
 匠の制限のうち、擁壁面に張り出した架台に関す
 ることを除き、条例化します。

垣又はさく
の制限

道路境界線及び隣地境界線に面して設ける、垣又はさくは、生垣、又は網状の透視可能な物としなけ
ればならない。 ○字句の整理等を行い、条例化します。

樹林地の保
全に関する
制限

［Ａ－１・Ａ－２・Ｃ地区］ ○樹林地の保全に関する制限については条例化
   良好な環境の確保に必要な、現に存する樹林地における樹林の伐採、及び土地の形質の変更を しません。
   してはならない。
   ただし、樹林地の管理のための行為及び散策路等の整備についてはこの限りでない。

その他 ［Ａ－２地区］
   敷地内に確保すべき緑地は、敷地面積の２０％以上とする。 ○緑化率の最低限度については条例化しません。
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３.　真田地区 地区整備計画区域の整備事項

現 新
地区整備計画 （仮称）平塚市地区計画建築物条例（素案）

整備事項 Ａ－１地区 Ａ－２地区 Ｂ－１地区Ｂ－２地区Ｃ－１地区Ｃ－２地区 Ｄ地区

建築物の用
途の制限

次に掲げる建築
物以外の建築物
は建築してはな
らない。

次に掲げる建築
物以外の建築物
は建築してはな
らない。

次に掲げる建築物は、
建築してはならない。

次に掲げる建築物は、
建築してはならない。

次に掲げる建築
物以外の建築物
は建築してはな
らない。

(1)学校又は図書館 (1)神社、寺院、教会
その他これらに類する
もの

(2)神社、寺院、教会
その他これらに類する
もの

○字句の整理等を行い、条例化します。
(1)住宅 (1)住宅 (1)住宅
(2)住宅で事務
所、店舗その他
これらに類する
用途を兼ねるも
の

(2)住宅で事務
所、店舗その他
これらに類する
用途を兼ねるも
の

(2)公衆浴場 (2)1階部分を住
宅とする共同住
宅、寄宿舎又は
下宿

(3)公衆浴場 (3)大学、高等専門学
校、専修学校その他こ
れらに類するもの

(4)大学、高等専門学
校、専修学校その他こ
れらに類するもの (3)学校、図書

館その他これら
に類するもの

(3)共同住宅、
寄宿舎又は下宿

(3)共同住宅、
寄宿舎又は下宿

(5)事務所（第1種低層
住居専用地域内に建築
が可能な住宅と兼ねる
ものを除く。）

(4)自治会館 (4)神社、寺
院、教会その他
これらに類する
もの

(4)神社、寺
院、教会その他
これらに類する
もの

(5)診療所
(6)巡査派出所
又は郵便局

(6)車庫（附属するも
のを除く）

(7)前各号の建
築物に附属する
もの

(5)自治会館 (7)工場（第1種低層住
居専用地域内に建築が
可能な住宅と兼ねるも
のを除く。）

(5)老人ホー
ム、保育所、身
体障害者福祉
ホームその他こ
れらに類するも
の

(6)診療所
(7)巡査派出所
又は郵便局
(8)前各号の建
築物に附属する
もの (6)公衆浴場

(7)大学、高等
専門学校、専修
学校その他これ
らに類するもの
(8)病院
(9)老人福祉セ
ンター、児童厚
生施設その他こ
れらに類するも
の
(10)工場（第１
種低層住居専用
地域内建築が可
能な住宅と兼ね
るものを除
く。）
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(11)ホテル又は
旅館
(12)自動車教習
所
(13)畜舎

建築物の敷
地面積の最
低限度

１５０㎡（ただし、巡査派出所又
は郵便局の敷地は除く。また、土
地区画整理事業の収益開始時の面
積が基準を下回る場合は、収益開
始時の面積とする。）

１６５㎡（ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類
する公益上必要な建築物の敷地は除く。また、土地区画整理事
業の収益開始時の面積が基準を下回る場合は、収益開始時の面
積とする。）

○字句の整理等を行い、条例化します。

壁面の位置
の制限

道路境界線及び隣地境界線と壁面との距離は
１．０ｍ以上とする。ただし、一辺の長さが
10mの正四角形を確保できない敷地で、その
敷地の１０ｍ以上の一辺からの距離について
は、この限りでない。また、次の各号の一に
該当する建築物又は建築物の部分はこの限り
でない。

都市計画道路の道路境界線と壁面との距離は1.5
１．５ｍ以上とし、その他の道路境界線及び隣地境
界線と壁面との距離は１．０ｍ以上とする。ただ
し、一辺の長さが１０ｍの正四角形を確保できない
敷地で、その敷地の１０ｍ以上の一辺からの距離に
ついては、この限りでない。また、次の各号の一に
該当する建築物又は建築物の部分はこの限りでな
い。

○字句の整理等を行い、条例化します。

(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さ
の合計が３ｍ以下であること。 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計

が３ｍ以下であること。(2)物置その他これに類する用途（自動車車
庫を除く。）に供し、軒の高さが２．３ｍ以
下で、かつ床面積の合計が５㎡以内であるこ
と。

(2)物置その他これに類する用途（自動車車庫を除
く。）に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ床
面積の合計が５㎡以内であること。

(3)自動車車庫で、軒の高さが３ｍ以下、間
口が６ｍ以下で、かつ床面積の合計が１５㎡
以内であること。

(3)自動車車庫で、軒の高さが３ｍ以下、間口が６
ｍ以下で、かつ床面積の合計が１５㎡以内であるこ
と。

高さの最高
制限 ― ―

１３ｍ以
下

２０ｍ以
下

１３ｍ以
下

１５ｍ以
下

２５ｍ以下 ○字句の整理等を行い、条例化します。

建築物の形
態又は意匠
の制限

建築物の屋根及び外壁は、地区の景観を良好に保つため落ち着いた色彩とする。 　
○字句の整理等を行います。建築物の形態又は意匠
の制限のうち、建築物の色彩及び広告物の色彩・形
状等に関することを除き、条例化します。

屋外広告物について、色彩、大きさ及び形状は、良好な住環境の形成に配慮したものとする。
また、広告物を設置する敷地にある施設以外のための広告物を設置してはならない。

垣又はさく
の制限

道路境界線及び隣地境界線に面して設ける垣又はさくは、生垣又は網状の透視可能なフェンスと
しなければならない。 ○字句の整理等を行い、条例化します。
ただし、門、門に付随する袖壁又は６５ｃｍ以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでな
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４.　東豊田地区 地区整備計画区域の整備事項

現 新
地区整備計画 （仮称）平塚市地区計画建築物条例（素案）

整備事項 工業施設地区 関連施設地区

建築物の用
途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建
築してはならない。

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建
築してはならない。

(1)工場（騒音、振動等により環境の悪化を
もたらすおそれのない工場）

(1)事務所 ○字句の整理等を行い、条例化します。
(2)日用品の販売を主たる目的とする店舗又
は食堂若しくは喫茶店の用途に供する部分
の床面積の合計が150㎡以内のもの

(2)倉庫
(3)自動車検査場
(4)事務所 (3)運動施設
(5)自動車車庫 (4)診療所
(6)公園内に設けられる公衆便所、休憩所、
倉庫、その他これらに類するもの

(5)保健所その他これに類するもの
(7)下水道法第２条第３号に規定する公共下
水道の用に供する施設(7)バス停留所の上屋、公衆電話所

(8)前各号の建築物に附属するもの (8)公共用地内に設けられる公衆便所、休憩
所、倉庫、その他これらに類するもの
(9)バス停留所の上屋、公衆電話所
(10)前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度
○字句の整理等を行い、条例化します。

［工業施設地区］５００㎡　　　［関連施設地区］２００㎡

壁面の位置
の制限

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面は、計画図に表示する壁面線を超えて建築し
てはならない。

○字句の整理等を行い、条例化します。

高さの最高
制限 １５ｍ ○字句の整理等を行い、条例化します。

　
○字句の整理等を行います。建築物の形態又は意匠
の制限のうち、建築物の色彩及び広告物の色彩・形
状等に関することを除き、条例化します。

建築物の形
態又は意匠
の制限

建築物の屋根、外壁、その他戸外から望視される部分については、地区の景観を良好に
ために、彩度の低い落ち着いた色合いとする。
広告物の色彩、形態等の意匠は、周囲への景観的調和に配慮したものとする。

垣又はさく
の制限

垣又はさくの構造は高さ2m以下の透視可能なフェンスとし、計画図に表示する植栽帯に
する場合は、道路境界及び水路境界より3m以上後退して設置するものとする。 ○字句の整理等を行い、条例化します。
ただし、宅地の出入り口部においては、この限りでない。
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５.　富士見町地区 地区整備計画区域の整備事項

現 新
地区整備計画 （仮称）平塚市地区計画建築物条例（素案）

整備事項 富士見町住宅地区 豊原町住宅地区 秦野道沿道地区 下道沿道地区 伊勢原線沿道地区

建築物の用
途の制限

次の各号に掲げる
建築物以外の建築
物は建築してはな
らない。

次の各号に掲げる
建築物以外の建築
物は建築してはな
らない。

次の各号に掲げる
建築物以外の建築
物は建築してはな
らない。

次の各号に掲げる
建築物以外の建築
物は建築してはな
らない。

次の各号に掲げる
建築物は建築して
はならない。 ○字句の整理等を行い、条例化します。

(1)住宅 (1)住宅 (1)住宅 (1)住宅 (1)ボーリング場、
スケート場、水泳
場その他これらに
類する運動施設

(2)共同住宅、寄宿
舎又は下宿

(2)共同住宅、寄宿
舎又は下宿

(2)共同住宅、寄宿
舎又は下宿

(2)共同住宅、寄宿
舎又は下宿

(3)図書館その他こ
れらに類するもの

(3)図書館その他こ
れらに類するもの

(3)図書館その他こ
れらに類するもの

(3)図書館その他こ
れらに類するもの (2)ホテル又は旅館

(4)老人ホーム、保
育所、身体障害者
福祉ホームその他
これらに類するも
の

(4)老人ホーム、保
育所、身体障害者
福祉ホームその他
これらに類するも
の

(4)老人ホーム、保
育所、身体障害者
福祉ホームその他
これらに類するも
の

(4)神社、寺院、教
会その他これらに
類するもの

(3)自動車教習所
(4)マージャン屋、
ぱちんこ屋、射的
場、勝馬投票券販
売所、場外車券売
場その他これらに
類するもの

(5)老人ホーム、保
育所、身体障害者
福祉ホームその他
これらに類するも
の

(5)診療所 (5)診療所 (5)診療所
(6)巡査派出所、公
衆電話所その他こ
れらに類する公益
上必要な建築物

(6)巡査派出所、公
衆電話所その他こ
れらに類する公益
上必要な建築物

(6)巡査派出所、公
衆電話所その他こ
れらに類する公益
上必要な建築物

(5)カラオケボック
スその他これらに
類するもの

(6)診療所

(7)病院 (7)病院 (7)高等専門学校、
専修学校その他こ
れらに類するもの

(7)巡査派出所、公
衆電話所その他こ
れらに類する公益
上必要な建築物

(6)劇場、映画館、
演芸場又は観覧場(8)老人福祉セン

ター、児童厚生施
設その他これらに
類するもの

(8)老人福祉セン
ター、児童厚生施
設その他これらに
類するもの

(7)自動車車庫（附
属するものは除
く。）

(8)病院
(9)老人福祉セン
ター、児童厚生施
設その他これらに
類するもの

(8)病院
(9)老人福祉セン
ター、児童厚生施
設その他これらに
類するもの

(8)倉庫業を営む倉
庫(9)事務所、店舗、

飲食店その他これ
らに類する用途に
供するものでその
用途に供する床面
積の合計が５００
㎡以下のもの

(9)事務所、店舗、
飲食店その他これ
らに類する用途に
供するものでその
用途に供する床面
積の合計が１，５
００㎡以下のもの

(9)原動機を使用す
る工場で作業場の
床面積が１５０㎡
を超えるもの
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(10)地域作業所 (10)地域作業所 (10)事務所、店
舗、飲食店その他
これらに類する用
途に供するもので
その用途に供する
床面積の合計が
１，５００㎡以下
のもの

(10)事務所、店
舗、飲食店その他
これらに類する用
途に供するもので
その用途に供する
床面積の合計が
１，５００㎡以下
のもの

(11)前各号の建築
物に附属するもの

(11)前各号の建築
物に附属するもの

(11)地域作業所 (11)地域作業所
(12)前各号の建築
物に附属するもの

(12)前各号の建築
物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度 ○字句等の整理を行い、条例化します。
［下道沿道地区のみ］２０／１０

高さの最高
制限 10m以下 12m以下 15m以下

○字句等の整理を行い、条例化します。

垣又はさく
の制限

道路境界線に面して設ける垣又はさく
は、生け垣又は透視可能なフェンスと
しなければならない。ただし、門、門
に付随する袖壁又は高さが1.2m以下の
コンクリートブロック塀等は、この限
りでない。

― ― ―
○字句等の整理を行い、条例化します。
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大 区

６.　真田・北金目地区 地区整備計画区域の整備事項

現 新
地区整備計画 （仮称）平塚市地区計画建築物条例（素案）

整備事項 住宅地区 大学関連地区
東海大学前駅

真田地区
南北幹線地区 東側幹線地区 学・交流地 センター地区

建築物の用
途の制限

次に掲げる建
築物以外の建
築物は建築し
てはならな
い。

次に掲げる建
築物以外の建
築物は建築し
てはならな
い。

次に掲げる建
築物以外の建
築物は建築し
てはならな
い。

次に掲げる建
築物以外の建
築物は建築し
てはならな
い。

次に掲げる建
築物以外の建
築物は建築し
てはならな
い。

次に掲げる建
築物以外の建
築物は建築し
てはならな
い。

次に掲げる建
築物以外の建
築物は建築し
てはならな
い。

○字句の整理等を行い、条例化します。

(1)住宅 (1)小学校、 (1)小学校、 (1)小学校、 (1)小学校、 (1)小学校、 (1)住宅
(2)住宅で事
務所、店舗そ
の他これらに
類する用途を
兼ねるもの

   中学校、    中学校、    中学校、    中学校、    中学校、 (2)１階部分
を住宅とする
共同住宅、寄
宿舎、下宿

   高等学校    高等学校    高等学校    高等学校    高等学校
(2)公衆浴場 (2)公衆浴場 (2)公衆浴場 (2)公衆浴場 (2)公衆浴場
(3)畜舎 (3)大学、高

等専門学校、
専修学校その
他これらに類
するもの

(3)大学、高
等専門学校、
専修学校その
他これらに類
するもの

(3)大学、高
等専門学校、
専修学校その
他これらに類
するもの

(3)畜舎
(3)小学校、

(3)共同住
宅、寄宿舎又
は下宿

   中学校、
   高等学校
(4)神社、寺
院、教会その
他これらに類
するもの

(4)神社、寺
院、教会その
他これらに類
するもの

(4)畜舎 (4)畜舎 (4)畜舎

(5)公衆浴場
(5)幼稚園、
図書館その他
これらに類す
るもの

(6)大学、高
等専門学校、
専修学校その
他これらに類
するもの(6)老人ホー

ム、保育所、
身体障害者福
祉ホームその
他これらに類
するもの

(7)自動車車
庫（建築物に
附属するもの
を除く。）
(8)自動車教
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(7)診療所 (9)畜舎
(8)巡査派出
所、公衆電話
所その他これ
らに類する公
益上必要な建
築物

(1０)マー
ジャン屋、パ
チンコ屋、射
的場、勝馬投
票券発売場、
場外車券売場
その他これら
に類するもの

(9)前各号の
建築物に附属
するもの（畜
舎を除く。）

(1１)倉庫業
を営む倉庫

建築物の敷
地面積の最
低限度

１５０㎡ただし、巡査派出
所、公衆電話所その他これ
らに類する公益上必要な建
築物の敷地は除く。また、
土地区画整理事業による土
地の使用収益開始時の面積
が基準を下回る場合は、使
用収益開始時の面積とす
る。

１６５㎡ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これら
に類する公益上必要な建築物の敷地は除く。また、土地
区画整理事業による土地の使用収益開始時の面積が基準
を下回る場合は、使用収益開始時の面積とする。

１０００㎡た
だし、巡査派
出所、公衆電
話所その他こ
れらに類する
公益上必要な
建築物の敷地
は除く。ま
た、土地区画
整理事業によ
る土地の使用
収益開始時の
面積が基準を
下回る場合
は、使用収益
開始時の面積
とする。

○字句の整理等を行い、条例化します。
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壁面の位置
の制限

道路幅員が１６ｍ以上の道路境界線と壁面との距離は１．５ｍ以上とし、その他の道
路境界線及び敷地境界線と壁面との距離は１．０ｍ以上とする。

道路境界線と
壁面との距離
は３．０ｍ以
上とし、敷地
境界線と壁面
との距離は
２．０ｍとす
る。

 ただし、一辺の長さが１１ｍの正四角形を確保できない敷地で、その敷地の１１ｍ
以上の一辺からの距離については、この限りでない。
 また、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない ○字句の整理等を行い、条例化します。
１　外壁又はこれらに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であること。
２　物置その他これらに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さが
    ２．３ｍ以下で、かつ床面積の合計が５㎡以内であること。
３　自動車車庫で、軒の高さが３ｍ以下、間口が６ｍ以下で、かつ床面積の合計
    が１５㎡以内であること。

高さの最高
制限

― １５ｍ以下

都市計画道路３・４・８北
金目真田線及び東側幹線の
南側は１５ｍ以下、北側は
１３ｍ以下

１５ｍ以下
○字句等の整理を行い、条例化します。

　
○字句の整理等を行います。建築物の形態又は意
匠の制限のうち、建築物の色彩及び広告物の色
彩・形状等に関することを除き、条例化します。

建築物等の
形態又は意
匠の制限

建築物の屋根及び外壁は、地区の景観を良好に保つため落ち着いた色彩とする。屋外
広告物について、色彩、大きさ及び形状は、美しいまちなみの形成に配慮したものと
する。また、本地区内にある施設以外のための広告物を設置してはならない。

垣又はさく
の制限

道路境界線及び隣地境界線に面して設けるかき又はさくは、生垣又は網状の透視可能なフェンス
としなければならない。
ただし、門、門に付随する袖壁又は６５ｃｍ以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでな ○字句の整理等を行い、条例化します。
さらに、神社、寺院、教会等においてもこの限りでない
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